
公
表

市
長
部
局

①
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
、
削
除
請

求
、
利
用
又
は
提
供
の
中
止
請
求

の
件
数
及
び
処
理
状
況　

開
示
請

求
６
件
（
開
示
５
件
・
不
開
示
１

件
）

②
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状

況　

な
し

③
そ
の
他
運
用
状
況
に
関
す
る
こ
と

　

な
し

※
教
育
委
員
会
、選
挙
管
理
委
員
会
、

公
平
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業

委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
及
び
議
会
は
、
開
示
の
請
求

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

•
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
要
件
が
変

わ
り
ま
す
。

•
育
児
休
業
給
付
の
給
付
率
が
50
％

に
上
が
り
ま
す
。

•
教
育
訓
練
給
付
の
要
件
・
内
容
が

変
わ
り
ま
す
。

　

内
容
な
ど
の
詳
細
は
、
左
記
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
労
働
局
職
業
安
定
課

　

☎
０
９
６
（
２
１
１
）
１
７
０
３

　

排
水
設
備
の
新
設
な
ど
の
工
事
施

工
に
必
要
な
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
試
験
が
、
日
本
下
水
道
協
会
熊

本
県
支
部
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開

催
さ
れ
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月
20
日
（
月
）
〜
９

月
７
日
（
金
）

受
付
場
所
（
財
）
熊
本
市
下
水
道
技

術
セ
ン
タ
ー

（
〒
８
６
０
‐
０
８
０
６　

熊
本
市

花
畑
町
３
‐
１
）

受
験
講
習
会

•
10
月
１
日
（
月
）

　

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

（
八
代
市
）

•
10
月
３
日
（
水
）

　

フ
ー
ド
パ
ル
熊
本
（
熊
本
市
）

試
験
日　

10
月
14
日
（
日
）

試
験
会
場

　

熊
本
学
園
大
学
（
熊
本
市
）

問
い
合
わ
せ
先

•
日
本
下
水
道
協
会
熊
本
県
支
部

　

☎
０
９
６
（
２
１
１
）
２
６
２
７

•
（
財
）
熊
本
市
下
水
道
技
術
セ
ン

タ
ー

　

☎
０
９
６
（
３
２
８
）
２
９
２
５

　

就
職
支
援
と
パ
ソ
コ
ン
基
礎
講

習
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）
を
合
わ

せ
た
セ
ミ
ナ
ー
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独

立
す
る
こ
と
な
く
、
職
務
経
歴
書
の

作
成
を
す
る
な
ど
関
連
付
け
て
セ
ミ

ナ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
自
習
は
、
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル

を
と
お
し
て
就
職
支
援
に
実
績
の
あ

る
講
師
が
担
当
し
ま
す
。
実
習
生
に

は
実
習
時
間
の
中
で
、
個
別
に
対
応

し
、
各
自
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
フ
ォ

ロ
ー
し
ま
す
。

と　

き　

９
月
11
日
（
火
）

〜
14
日
（
金
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

と
こ
ろ　

菊
池
市
中
央
公
民
館

定　

員　

20
人

対　

象　

求
職
者
（
在
学
中
の
人
を

除
く
）

参
加
費　

無
料

申
込
開
始
日　

７
月
11
日
（
水
）

申
込
締
切　

定
員
に
な
り
次
第
締
め

切問
い
合
わ
せ
先　
（
財
）
熊
本
県
雇

用
環
境
整
備
協
会

　

☎
０
９
６
（
３
８
２
）
５
４
４
５

●
平
成
18
年
度
菊
池
市
情
報
公
開
条

例
第
32
条
及
び
同
施
行
規
則
第
13

条
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
公
表

市
長
部
局

①
行
政
文
書
開
示
の
請
求
件
数

　

８
件

②
行
政
文
書
開
示
の
決
定
件
数

　

８
件

③
行
政
文
書
不
開
示
の
決
定
件
数

　

０
件

④
不
服
申
立
て
の
件
数　

1
件

⑤
不
服
申
立
て
の
処
理
状
況　

却
下

⑥
そ
の
他
運
用
状
況
に
関
す
る
こ
と

　

な
し

※
教
育
委
員
会
、選
挙
管
理
委
員
会
、

公
平
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業

委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
お
よ
び
議
会
は
、
開
示
の
請

求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

●
平
成
18
年
度
菊
池
市
個
人
情
報
保

護
条
例
第
38
条
及
び
同
施
行
規
則

第
16
条
に
規
定
す
る
運
用
状
況
の

　本年４月１日から、これまで市の直営で管理してきた公の施
設４施設を、指定管理者による管理に移行しました。
　この指定管理者制度は、多様化してきている市民ニーズに、
より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理運営に
民間事業者の有する能力や、ノウハウを幅広く活用し、住民サー
ビスの向上と施設の管理経費の削減を図ることを目的に導入さ
れた制度です。
　昨年 11月から募集を行い、選定委員会による審査及び決定
並びに議会の議決を経て、指定をしたものです。積極的なご利
用をお願いします。

　菊池市には中央公民館、七城公民館、旭志公民館、泗水
公民館があり、また、旧菊池市地域には迫間支館、龍門支
館、水源支館、戸崎支館、花房支館があります。
　公民館の使用料は旧市町村時の料金のままとなっていま
したが、公民館の利用目的や状況、維持管理費や冷暖房の
費用などを考慮し、検討した結果、公民館の使用料を下記
のとおり統一することとなりました。
　なお、実施は 10月１日利用分からとなります。
　市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

主な改正点
○午前、午後、夜間の料金体系から１時間ごとの実質の利
用状況に沿った料金体系に変更になりました。冷暖房
料金も同様です。

○冷暖房の使用については、利用許可申請書に記入して
ください。利用申請をしていなくても利用した場合は、
料金の支払いが必要となります。

○生活調理実習室利用の場合、「ガス代として調理台（ガ
スコンロ）１台につき１時間 100 円を徴収」が追加に
なりました。

公民館の使用料が変わります
実施は10月１日利用分から

中央公民館
区分 １時間

大研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

視聴覚教室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

生活実習室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

その他いずれか１室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

講堂
現在、菊池市役所建設部事務所と
して使用しており、当分の間は一
般の利用はできません。

備考　※注意１・注意２

七城公民館
区分 １時間

講堂
会場使用料 300円
冷暖房使用料 500円

視聴覚室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

その他いずれか１室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

備考　※注意１

旭志公民館
区分 １時間

大研修室
会場使用料 300円
冷暖房使用料 500円

調理実習室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

視聴覚室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

その他いずれか１室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

備考　※注意１・注意２

泗水公民館
区分 １時間

大研修室
会場使用料 300円
冷暖房使用料 500円

視聴覚室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

調理実習室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

その他いずれか１室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

備考　※注意１・注意２

各公民館使用料（改正後）
花房支館

区分 １時間

大研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 コインタイマー

小研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

生活実習室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 300円

備考　※注意１

戸崎支館
区分 １時間

大研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 コインタイマー

小研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 コインタイマー

生活実習室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 コインタイマー

備考　※注意１

迫間支館、水源支館、龍門支館
区分 １時間

大研修室
会場使用料 100円
冷暖房使用料 コインタイマー

小研修室 会場使用料 100円
生活実習室 会場使用料 100円
備考　※注意１

※注意１）営利を目的として利用する場合は、
上記金額の 100分の 200とする。
※注意２）生活実習室を利用する場合は、ガス
代として調理台（ガスコンロ）１台につき１時
間 100円を徴収する。

問い合わせ先
生涯学習課　　　　　　☎（25）1111
生涯学習課中央公民館　☎（25）1672
旭志公民館内教育課　　☎（37）3111
七城公民館内教育課　　☎（25）1580
泗水公民館内教育課　　☎（38）2258

平
成
19
年
度
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

就
職
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー　

受
講
生
募
集

雇
用
保
険
法
が

一
部
変
わ
り
ま
す

指定管理者の名称

特定非営利活動法人
本と人とのネット・泗水

九州綜合サービス
株式会社

株式会社三勢

施設の名称

菊池市立泗水図書館 
•所在地　菊池市泗水町福本305‐1 
•電　話　（38）6866／ FAX　（38）7033

○菊池市文化会館 
•所在地　菊池市亘32 
○菊池市泗水ホール 
•所在地　菊池市泗水町福本283‐1 
•電　話　（24）1101／ FAX　（24）1103

菊池市総合体育館 
•所在地　菊池市亘538‐2 
•電　話（25）3001／ FAX（24）6177

指定管理者による管理に
移行しました

　現在、菊池市では厳しい社会情勢の現状を踏まえ、行政改革
と財政健全化に向けた取り組みと、策定した定員適正化計画の
目標達成に向けて鋭意努力をしています。
　そのような中で、今回、職員数削減と財政状況を検討した結
果、昨年度に引き続き、平成 19年度の菊池市職員採用試験は
実施しないことになりました。
問い合わせ先　職員課人事研修係

情
報
公
開
実
施
状
況
の
公
表

個
人
情
報
保
護
運
用
状
況
の
公
表

平成19年度菊池市職員採用試験は実施しません

（教育委員会）
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INFORMATION
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菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111


